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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月3日(2014.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　印刷法には凸版印刷や凹版印刷、平版印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷など
の印刷方法がある。これらの方法は解像限界が３０［μｍ］程度と半導体装置や表示装置
を形成するには低解像である。
　印刷法のなかでも、微細な画線パターンを形成可能な印刷法として、マイクロコンタク
ト印刷が挙げられる（非特許文献１）。これらの印刷法はポリジメチルシロキサン（ＰＤ
ＭＳ）などの比較的柔らかく、表面エネルギーの低い版を用いて、インクの泣き別れ（凝
集破壊）無しに乾燥(半乾燥)したインクを版から基板へと全転写をさせる事で高詳細なパ
ターンを得る事ができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　さらに、請求項４に記載のＣＭＯＳ半導体装置の製造方法は、請求項１乃至３のいずれ
か１の構成に対して、前記Ｐ型半導体インクと前記Ｎ型半導体インクとは、１[atm]にお
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ける沸点が１３０[℃]以上の薬液を含有していることを特徴としている。
　さらに、請求項５に記載のＣＭＯＳ半導体装置の製造方法は、請求項１乃至４のいずれ
か１の構成に対して、前記凹版は、シリコーン樹脂もしくはフッ素樹脂で構成された表面
にモールディング法で形成された、前記第１凹部及び前記第２凹部を含む凹部としての溝
構造部と該溝構造部以外の部分を平坦化した平坦部とを備え、前記溝構造部の幅が１［μ
ｍ］以上５０［μｍ］以下であり、前記シリコーン樹脂もしくは前記フッ素樹脂で構成さ
れた表面のショアＡ硬度が３０以上８０以下であることを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　インクとしては、ポリ３ヘキシルチオフェン溶液をＰ型半導体インクとして、フラーレ
ンをＮ型半導体インクとして用いた。凹版として約１２０［μｍ］厚のＰＥＴ基板に２０
０［μｍ］厚のシリコーン樹脂を積層したものを用いた。凹版はレジストパターンからの
モールディングで形成され、版深８［μｍ］、溝構造部の最小幅３０［μｍ］、５インチ
基板、ＣＭＯＳアレイパターンを配置した形状である。インクとしては銀ナノ粒子分散液
を用いた。更に、被印刷基板としてフィルム厚１２０［μｍ］のＰＥＮ基板を使用した。
上記基板を使用して下記手順に従い、被印刷基板上に印刷パターンを形成した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記凹版は、シリコーン樹脂もしくはフッ素樹脂で構成された表面にモールディング法
で形成された、前記第１凹部及び前記第２凹部を含む凹部としての溝構造部と該溝構造部
以外の部分を平坦化した平坦部とを備え、
　前記溝構造部の幅が１［μｍ］以上５０［μｍ］以下であり、
　前記シリコーン樹脂もしくは前記フッ素樹脂で構成された表面のショアＡ硬度が３０以
上８０以下であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のＣＭＯＳ半導
体装置の製造方法。
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